
2025 年 3 月吉日 

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 
日頃は格別のご配慮をいただきありがとうございます。 

 掲題の燃料油価格変動調整金につきましては、３ヶ月毎の『低硫黄C重油価格』に 
基づき価格決定を行い、その収受にご協力を戴いており感謝申し上げます。 
 さて、今般も船社より別紙の通り２０２5年 4月～6月分の燃料油価格変動調整金の適用
額〔決定〕の要請を受け、お客様に対しご協力を賜りますようお願い申し上げる 
次第でございます。 
 お客様には誠に恐縮ではございますが、引き続き事情ご賢察賜りご協力下さいますよう 
お願い申し上げます。 

敬具 
記 

１. 燃料油価格 ①２０２５年１～３月の内航燃料油価格    １０１，５３０円／ｋｌ 
      ②燃料油価格激変緩和対策事業による還元額  ▲１２，９００円／ｋｌ 
       適用基準油価格（上記①+②）              ８８，６３０円／ｋｌ 

２. 適用期間  ２０２５年４月１日より２０２５年６月３０日まで 
      ※２０２５年７月以降の適用金額は改めてご案内申し上げます。 

３. 適用金額  東京／那覇    ３，６００円／屯（前期〔1 月-3 月〕：3,430 円）
      大阪／那覇    ２，７７０円／屯（前期〔1 月-3 月〕：2,640 円） 
      大阪／宮古･石垣  ３，６５０円／屯（前期〔1 月-3 月〕：3,480 円） 

博多／那覇    ２，０００円／屯（前期〔1月-3 月〕：1,910 円） 
      博多／宮古･石垣  ２，８８０円／屯（前期〔1 月-3 月〕：2,750 円）
      鹿児島／那覇    ２，２００円／屯（前期〔1 月-3 月〕：2,100 円） 
      ※ＢＡＦ請求に関し、輸送料請求基準がＲ／Ｔ以外の場合は 
       請求総額に対する比率の額と致します。以上  



　１Ｒ／Ｔ（運賃屯）あたりの調整金額（または請求総額に対する率）

低硫黄Ｃ重油の１ＫＬ価格　

Ｒ／Ｔ適用貨物
Ｒ／Ｔ適用できない

貨　　物

１Ｒ／Ｔあたり 請求総額比率

\23,000　～　\26,000　未満  90 0.7%  130

\26,000　～　\29,000　未満  180 1.4%  260

\29,000　～　\32,000　未満  280 2.3%  400

\32,000　～　\35,000　未満  370 3.0%  530

\35,000　～　\38,000　未満  460 3.7%  660

\38,000　～　\41,000　未満  550 4.4%  790

\41,000　～　\44,000　未満  650 5.2%  930

\44,000　～　\47,000　未満  740 5.9%  1,060

\47,000　～　\50,000　未満  830 6.7%  1,190

\50,000　～　\53,000　未満  920 7.4%  1,320

\53,000　～　\56,000　未満  1,010 8.1%  1,450

\56,000　～　\59,000　未満  1,100 8.8%  1,580

\59,000　～　\62,000　未満  1,190 9.5%  1,710

\62,000　～　\65,000　未満  1,280 10.2%  1,840

\65,000　～　\68,000　未満  1,370 10.9%  1,970

\68,000　～　\71,000　未満  1,460 11.6%  2,100

\71,000　～　\74,000　未満  1,550 12.3%  2,230

\74,000　～　\77,000　未満  1,640 13.0%  2,360

\77,000　～　\80,000　未満  1,730 13.7%  2,490

\80,000　～　\83,000　未満  1,820 14.4%  2,620

\83,000　～　\86,000　未満  1,910 15.1%  2,750

\86,000　～　\89,000　未満  2,000 15.8%  2,880

　\89,000以上

　　　　\3,000まで毎の加算額

※１四半期前（２０２5年１月～3月）の低硫黄Ｃ重油価格は【88,630円／ＫＬ 】

燃料油価格変動調整金表

博 多 ／ 那 覇 博 多 ／ 宮 古 ・ 石 垣

 90 0.7%  130






